
新型コロナウィルスの蔓延により影響を受けている
町民の皆さまへ

新型コロナウィルス感染症に対応する

高野町の支援策
を準備しています。 是非ご活用下さい。

売り上げ高が減少または減少が見込まれる町内の事業者が、 新型コロナウィルスの

感染予防の対応や事業継続のために行う取り組みに対しての経費を補助。

　例えば、

　　マスクやアルコールを購入する、 アクリル板の衝立を作りたい、 プラズマクラスター　

　　の空気清浄器を購入する、 コロナ対策の勉強会を開催する…、 など

【受 付 期 間 】 令和 2 年 6 月 1 日～令和 3 年 2 月 26 日

 　( ただし、 補助対象期間は、 令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 2 月 28 日 )

【担当課 ・ 問合せ先】　高野町観光振興課　☎ 56-2780　( 平日の 8:30 ～ 17:15)

観光事業者等緊急支援補助金
補助金の限度額

補助率

30 万円

100％

高野町中小企業支援資金融資　『しゃくなげ融資保証』 のリニューアル
保証限度額 1,000 万円、 据え置き期間 (1 年 ) の設定や返済期間の長期化 (10 年 )、

3 年間の利子補給 ( 上限 0.5％ ) ※ 1、 保証料の補助※ 2 を行うことでより融資を受けや

すいようリニューアル、 小口の運転資金の調達を応援します。

【受 付 期 間 】 令和 2 年 6 月中旬～　( 現在制度を設計中 )

 　( 最低 3 年間の制度維持 ( 新規融資 ) を予定 )

※ 1 ・ ※ 2、 利子補給及び保証料については別途補助制度を創設し支援。 ただし、

保証料については、 繰り上げ返済を行った場合の差額については、 町へ返還して戴く

こととなります。

【担当課 ・ 問合せ先】　高野町観光振興課　☎ 56-2780　( 平日の 8:30 ～ 17:15)

貸付利率

担保

年 1.20％以内

無担保

雇用調整助成金申請事務の支援
新型コロナウィルスの影響を受け、 雇用調整助成金の申請を行う事業所に対し 「制度

の説明」 や 「提出書類の事前チェック」 などの支援を行うため、 高野町商工会に社

会福祉労務士を配置する経費を補助。

【配 置 期 間 】 令和 2 年 4 月 20 日～令和 2 年 6 月 30 日までの金曜日の午後

 　( ただし、 国の制度が延長された場合は、 期間を延長 )

【問合せ先】 高野町商工会　☎ 56-2184　( 平日の 8:30 ～ 17:15)

相談料金

対象事業所

無料

業種の指定なし



新型コロナウィルスの影響を受け参拝観光客が大幅に減少、 収入の落ち込みが想定

される高野山地区を中心に、 水道料金及び下水道料金を 3 ケ月間無料とすることで、

住民や事業所、 宿坊を支援。

【無料とする期間】 令和 2 年 5 月、 6 月、 7 月　3 ケ月間の請求分

※水道、 下水道を使用していない住民は、 別途の支援策を実施。

【担当課 ・ 問合せ先】　高野町生活環境課　☎ 56-3760　( 平日の 8:30 ～ 17:15)

5 ～ 7 月
請求分

政府系金融機関及び県融資制度に係る利子補給
国や県の制度で実質無利子とならない政府系金融機関からの融資について、 町単独

で 3 年間の利子補給 ( 上限 0.5％ ) を実施。

【受 付 期 間 】 令和 2 年 6 月 1 日～

【対象融資制度】　日本政策金融公庫 ( 新型コロナウィルス感染症にかかる衛生環境

　　　　　　　　　　　 激変特別貸付 ・ 経営環境変化対応資金 ) ・ 和歌山県中小企業融資

                         制度 ( 経営支援資金 ( 一般枠 ・ セーフティ枠 ・ 危機対応枠 ))

【担当課 ・ 問合せ先】　高野町観光振興課　☎ 56-2780　( 平日の 8:30 ～ 17:15)

利子補給率

利子補給対象の
借り入れ限度額

上限 0.5％

3,000 万円

水道料金等の無償化による生活支援 ・ 経済対策
期間

金額

無料

新型コロナウィルスの影響を受け要望が高まる非常時の在宅 ・ オンライン学習の実施

に向け、 児童生徒ひとり 1 台の端末を、 早期実現します。

【担当課 ・ 問合せ先】　高野町教育委員会　☎ 56-3050　( 平日の 8:30 ～ 17:15)

GIGA スクール推進
小学校配置数

中学校配置数

115 台

35 台

事業継続化給付金
国の持続化給付金、 県の事業継続支援金の対象となる事業所、 個人事業主に対し、

給付金の上乗せを町独自で実施。 ( 従業員数等に応じて支給を検討中 )

国及び県の給付後、 申請を受け付け予定。

【受 付 期 間 】 未定

 　( 現在、 国の持続化給付金の制度変更 ( 宗教法人の追加 ) を待っている状態 )

【担当課 ・ 問合せ先】　高野町観光振興課　☎ 56-2780　( 平日の 8:30 ～ 17:15)

事業所

個人事業主

最大 200 万円

最大 100 万円

〇高野町独自の支援策について不明な点等がありましたら、 各支援策毎に担当課等へお問い合わせください。

〇また、 その他不明点等につきましては、

　高野町企画公室　☎ 56-2932　( 平日の 8:30 ～ 17:15)

　へお問い合わせください。


